
今
回
の
交
渉
で

東
労
組
は
超
勤
、

休
日
勤
務
が
増
加

し
て
い
る
時
間
外

労
働
が
年
々
増
え

て
い
る
。
要
員
問

題
が
あ
る
と
し
て

「
適
正
要
員
を
確

保
し
安
全
に
働
き

が
い
の
あ
る
職
場

を
想
像
す
る
」
と

改
善
を
求
め
て
い

る
。今

月
の
勤
務
に

つ
い
て
、
国
労
は

組
合
員
、
社
員
の

生
活
設
計
を
最
重

要
と
し
て
会
社
に
申
し
入
れ
て

き
た
。

１
月
29
日
、
36
協
定
は
締
結

さ
れ
た
。

年
次
有
給
休
暇
の
指
定
の
保

留
が
さ
れ
て
き
た
。

労
働
基
準
法
は
あ
く
ま
で
最

低
基
準
で
あ
り
、
よ
り
良
く
働

く
た
め
に
労
働
組
合
が
あ
る
。

ダ
イ
ヤ
改
正
、
春
闘
な
ど
、

通
常
よ
り
遅
い
交
渉
が
見
受
け

ら
れ
る
。

国
労
で
は
会
社
の
改
善
を
求

め
て
い
く
。

第７号 こくろう みと 平成２９年２月１日

職
場
に
混
乱
が

36協定とは

時間外労働などについて結ぶ協定（労基法36条）

です。

労働基準法での法定労働時間を超えて時間外労働、

休日労働を命じる場合、会社は労組と協定を結び労

働基準監督署に届けなければならない。

ＪＲ東日本は全体の過半数を越す東労組と締結し

ている。事業所単位なので、職場によっては国労と

締結しているところもある。

36協定を結ぶ以外に適法に時間外・休日労働を行

わせることができるのは次の2つ

①災害により臨時の必要がある場合

➁公務によって臨時の必要がある場合
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編集責任者 坂下 司

つ
な
げ
よ
う

技
術
（わ
ざ
）と

魂
（こ
こ
ろ
）と運

動
を

労働基準法第32条

使用者は一日８時間、一週40時間の法

定労働時間を働かせてはならない。

これを超える労働をさせた場合、使用者

は刑事罰が科せられます。（6ヶ月以下の

懲罰または30万円以下の罰金）

時間外労働とは 労基法で定められた

時間を超えて働くこと（25％以上割増）

休日労働とは 法定休日に労働させる

こと（35％以上割増）

深夜業とは 午後10時～午前5時まで

（25％以上割増）

１
月
末
日
で
切
れ
る
36
協
定
の
締
結
が
、
勤
務
指

定
日
の
25
日
に
間
に
合
わ
な
い
事
態
と
な
っ
た
。

36
協
定
は
３
カ
月
の
締
結
し
た
が
、
次
回
の
交
渉

に
も
影
響
が
予
想
さ
れ
る
。グ

ル
ー
プ
会
社
は
労
働
組

合
が
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、

代
表
し
ゃ
が
選
挙
で
選
ば
れ

て
い
る
。
昨
年
、
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

の
水
戸
管
区
で
代
表
選
が
行

わ
れ
た
。
国
労
か
ら
選
出
し

た
が
落
選
し
た
。
今
年
は
他

の
管
区
も
含
め
て
の
取
り
組

み
も
検
討
し
て
い
る
。

組
合
員
・
社
員
の
働
き
や

す
い
職
場
作
り
を
し
て
い
く
。

グ
ル
ー
プ
会
社
の
労
働
条
件
改
善
へ


